
姫路市障害者交通機関優待助成（変更）申請書姫路市障害者交通機関優待助成（変更）申請書姫路市障害者交通機関優待助成（変更）申請書姫路市障害者交通機関優待助成（変更）申請書    
年   月   日 

（宛先）姫路市⻑ 
申請者 氏名             ○印  

電話（   ）    −     
交付対象者との続柄（   ） 

姫路市障害者（児）に対する一般乗合旅客自動車優待事業実施要綱、姫路市障害者旅客鉄道優待乗車助成事業実施
要綱、姫路市障害者船舶助成事業実施要綱、姫路市福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び姫路市自動車燃料費助成
事業実施要綱の規定に基づき、次のとおり申請します。 

なお、交通機関優待助成について、当事業の推進や不正利用防止等のために、姫路市が神姫バス株式会社、株式会
社ウエスト神姫、⻄⽇本旅客鉄道株式会社、⼭陽電気鉄道株式会社、船舶会社、タクシー会社及び協⼒給油所に対し
て必要な情報を提供又は取得することに同意します。 

住   所 〒                       電話（   ）    −     
 

ふりがな 

対象者氏名 

  
生年月日 

 
年   月   日  

障害者手帳の等級 身体障害者手帳   級 療育手帳  精神障害者保健福祉手帳  級 
希望する交通助成 

※いずれか１つに〇 
① 鉄道          ② バス       ③ 船舶  

【身体障害者手帳１・２級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳 1 級の場合のみ④・⑤選択可能】 
④ タクシー料金      ⑤ 自動車燃料費   

（交通助成を辞退する場合） ⑥ 辞退します 
※ここから先は⑤自動車燃料費をご選択された方のみご記入ください。※ここから先は⑤自動車燃料費をご選択された方のみご記入ください。※ここから先は⑤自動車燃料費をご選択された方のみご記入ください。※ここから先は⑤自動車燃料費をご選択された方のみご記入ください。    

（運転免許証及び助成対象自動車の自動車検査証の写しを添付） 

運
 

転
 

者
 

区  分 ① 本人        ② 生計を一にする者 
③ ②以外で継続して障害者のために運転する者 

氏  名  生年月日 年    月    日  
運転免許証番号  

運転者が③に該当する場合は以下の証明が必要です。 
【証 明 書】 

     上記運転者が助成対象者を常時介護していることを証明します。 
           証明者    ⺠⽣委員   住所 
                       氏名                印    

助
成

対
象

 
自

動
車

 

所有者氏名  ① 本人   ② 生計を一にする者 
③ ②以外で継続して障害者のために運転する者 

車両登録番号 姫路  
（   ） ・ ・   使用燃料 □ ガソリン 

□ 軽油 
※必要書類確認欄  □運転免許証の写し   □自動車検査証の写し 
〇処理欄（記入しないでください。） 

審査 交付決定・却下 交付年月日   年   月   日 交付枚数・金額 枚・    円 

管理番号  

新規  現在の交通助成 高・障・精 鉄道・ﾊﾞｽ・船舶・タクシー・ガソリン 変更月 年   ⽉〜 


